
インフォメーション I N FORMAT I ON

▼
対
象　

認
知
症
の
人
、
認
知
症

の
人
を
介
護
し
て
い
る
家
族
な
ど

▼
参
加
費　

１
０
０
円

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

市
社
会
福
祉
協
議
会　

　

地
域
福
祉
課
（
ふ
れ
あ
い
館
）

　

☎（
２
４
２
）７
０
０
０

　

平
成
28
年
度
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保

険
の
加
入
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
万
一
の
け
が
や
賠
償
責
任
に

備
え
て
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象

　

４
人
以
上
で
ス
ポ
ー
ツ
活
動
・

文
化
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
・

地
域
活
動
を
行
な
う
団
体

▼
保
障
の
対
象

　

団
体
で
の
活
動
中
お
よ
び
団
体

活
動
へ
の
往
復
中
の
事
故
の
保
障

▼
保
険
の
内
容

　

傷
害
保
険
・
賠
償
責
任
保
険
・

突
然
死
埋
葬
費
用
保
険

▼
掛
け
金
（
一
人
当
た
り
）

・
中
学
生
以
下
…
年
額
８
０
０
円
〜

・ 

高
校
生
以
上
…
活
動
内
容
に
よ
っ

て
金
額
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会

　

熊
本
県
支
部

　

☎（
２
１
３
）９
０
１
５

た
は
破
産
者
で
復
権
を
得
て
い

な
い
も
の

・ 

合
志
市
競
争
入
札
参
加
資
格
者

名
簿
に
登
載
し
て
い
る
も
の

・ 

登
録
業
種
に
係
る
契
約
を
履
行

す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
、
免

許
を
有
し
な
い
も
の

・
市
税
な
ど
滞
納
し
て
い
る
も
の

▼
申
請
書
類

・ 

登
録
申
請
書（
財
政
課
に
あ
り
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

・ 

登
録
希
望
業
種
を
履
行
す
る
た

め
に
必
要
な
資
格
、
免
許
な
ど

を
証
明
す
る
書
類
の
写
し
・
商

業
登
記
簿
謄
本
の
写
し
（
法
人

の
場
合
）

・
印
鑑
証
明
書
（
法
人
の
場
合
）

・
住
民
票
（
個
人
の
場
合
）

・ 

完
納
証
明
書
（
市
税
な
ど
に
係

る
未
納
が
な
い
証
明
書
）

▼
受
付
場
所

　

財
政
課
で
随
時
受
付

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時　

　

土
・
日
・
祝
日
は
除
く

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

財
政
課　

財
政
班（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
６
６
７

　

小
規
模
工
事
登
録
制
度
は
、
市

が
発
注
す
る
小
規
模
工
事
（
維
持

工
事
、
修
繕
な
ど
の
実
施
金
額
が

50
万
円
以
下
で
内
容
が
軽
易
な
も

の
）
の
受
注
希
望
者
を
あ
ら
か
じ

め
登
録
し
、
発
注
の
際
に
は
優
先

的
に
業
者
選
定
の
対
象
と
す
る
制

度
で
す
。

※ 

今
回
は
、
平
成
28
年
度
、
29
年

度
分
の
登
録
申
請
に
な
り
ま
す

の
で
、
前
回
登
録
し
た
事
業
所

も
登
録
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
登
録
条
件

① 

市
内
に
本
社
の
法
人
登
記
が
あ

る
法
人
事
業
所

② 

市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
代
表

者
が
経
営
す
る
個
人
事
業
所

※ 

①
②
の
場
合
で
も
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
登
録

で
き
ま
せ
ん
。

・ 

市
内
に
主
た
る
事
業
所
ま
た
は

住
所
を
有
し
な
い
も
の

・ 

成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
ま

　

市
内
中
小
企
業
の
新
規
採
用
社

員
を
対
象
と
し
て
開
催
し
ま
す
。

▼
と
き　

４
月
12
日
（
火
）

　

午
前
10
時
〜

▼
と
こ
ろ　

　

ヴ
ィ
ー
ブ
ル　

２
階
研
修
室

▼
対
象　

市
内
に
事
業
所
を
有
す

る
中
小
企
業
な
ど
の
採
用
後
１
年

未
満
の
社
員
（
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

講
習
会
は
採
用
後
１
年
以
上
の
人

も
参
加
で
き
ま
す
）

▼
内
容

【
午
前
】
社
会
情
勢
な
ど
の
講
義

【
午
後
】
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
講
習
会

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
期
限　

４
月
６
日
（
水
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
振
興
課
（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
１
１
５

　

市
商
工
会

　

☎（
２
４
２
）０
７
３
３

　

歯
周
病
や
虫
歯
な
ど
の
予
防

に
は
専
門
家
に
よ
る
定
期
的
な

チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
で
す
。
対
象
者

に
は
昨
年
５
月
に
通
知
し
て
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
お
口
の
健
康
を

見
直
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象

　

平
成
27
年
４
月
１
日
時
点
で

35
・
40
・
50
・
60
・
65
歳
の
人

▼
と
こ
ろ　

市
内
委
託
歯
科
医
院

▼
内
容

　

歯
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
、
歯
肉
検

査
、
検
査
結
果
説
明

▼
料
金　

無
料

▼
持
っ
て
く
る
も
の

　

受
診
券
（
は
が
き
）、
健
康
保
険
証

※ 

受
診
券
を
紛
失
し
た
人
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
診
期
限　

３
月
31
日
（
木
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
づ
く
り
推
進
課　

　

健
康
推
進
班
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
８
３

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
全
て
の
人
は
、
年
金
制
度
へ

加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

年
金
制
度
は
次
の
３
つ
に
分
け
ら

れ
ま
す
。

▼
第
１
号
被
保
険
者

　

 

自
営
業
者
、
農
林
漁
業
者
、
学

生
、
無
職
の
人
な
ど

▼
第
２
号
被
保
険
者

　
 

厚
生
年
金
へ
加
入
し
て
い
る
会

社
員
、
公
務
員

▼
第
３
号
被
保
険
者

　

 

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者

　

会
社
に
勤
め
て
い
る
と
き
は
厚

生
年
金
保
険
等
に
加
入
し
ま
す
が

（
第
２
号
被
保
険
者
）、
退
職
す
る

と
60
歳
ま
で
は
国
民
年
金
に
加
入

し
ま
す
（
第
１
号
被
保
険
者
）。

　

届
け
出
は
加
入
す
る
と
き
だ
け

で
な
く
、被
保
険
者
種
別
が
変
わ
っ

た
と
き
も
必
要
で
す
。
届
け
出
が

な
か
っ
た
場
合
、
年
金
額
が
少
な

く
な
っ
た
り
受
け
取
れ
な
く
な
っ

た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

必
ず
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
西
年
金
事
務
所

　

☎（
３
５
３
）０
１
４
２

　

健
康
づ
く
り
推
進
課

　

国
保
年
金
班
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
８
３　

期
限
間
近

歯
周
疾
患
検
診
は
お
済
み
で
す
か

第
５
回
合
志
市
内
中
小
企
業
等

新
入
社
員
合
同
研
修
会

国
民
年
金

こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
を

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

IN
F
O
R
M

A
T
IO

N
　

３
月
下
旬
に
、
区
を
通
じ
て
各
世

帯
に
市
総
合
防
災
マ
ッ
プ
を
配
布
し

ま
す
。
防
災
情
報
や
避
難
所
な
ど
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。
安
心
・
安
全
な

暮
ら
し
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

各
庁
舎
・
支
所
な
ど
の
公
共
機

関
窓
口
に
も
置
い
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

交
通
防
災
班

　
（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
１
１
２

　

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
が
気
軽

に
集
い
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲
気

で
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り

を
楽
し
む
場
で
す
。一
人
で
悩
ま
ず
、

同
じ
介
護
を
し
て
い
る
仲
間
と
話
せ

る
場
を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
。

▼
と
き　

３
月
16
日
（
水
）

　

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

▼
と
こ
ろ

　
ふ
れ
あ
い
館（
カ
フ
ェ
・
ラ
ン
ラ
ン
）

　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
て
替
え
や
敷

地
の
売
却
、
耐
震
性
の
確
認
な
ど

に
つ
い
て
、
公
益
財
団
法
人
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
・
紛
争
処
理
支
援
セ

ン
タ
ー
（
※
）
の
一
級
建
築
士
が

相
談
に
お
応
え
し
ま
す
。
気
軽
に

お
電
話
く
だ
さ
い
。

※ 

国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け

た
住
宅
専
門
の
相
談
窓
口
で
す
。

▼
受
付
時
間

　

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

　
（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

住
ま
い
る
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０（
０
１
６
）１
０
０

　

平
成
27
年
10
月
17
日
か
ら
、
熊
本

県
最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
金
額
は
、県
内
全
て
の
事
業
所
、

労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

地
域
別
最
低
賃
金
は
平
成
27
年

10
月
17
日
か
ら
、
特
定
（
産
業
別
）

最
低
賃
金
は
平
成
27
年
12
月
13 

日

か
ら
効
力
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

☎（
３
５
５
）３
２
０
２

お
知
ら
せ

認
知
症
カ
フ
ェ

平
成
28･

29
年
度
小
規
模
工
事
等

契
約
希
望
者
登
録
申
請
受
付

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に

加
入
し
ま
し
ょ
う

市
総
合
防
災
マ
ッ
プ
を

配
付
し
ま
す

使
用
者
も
労
働
者
も

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
！
最
低
賃
金

マ
ン
シ
ョ
ン
建
て
替
え
な
ど
の

相
談
窓
口
・
住
ま
い
る
ダ
イ
ヤ
ル

届け出が必要なとき 異動の内容
20歳になったとき
（厚生年金加入者を除く） 第１号被保険者になります

退職したとき
（厚生年金加入者の場合）

第２号被保険者から第１号
被保険者になります
（第３号被保険者に該当す
る場合を除く）

配偶者に扶養されていた
が、配偶者が厚生年金を
辞めたとき

第３号被保険者から第１号
被保険者になります

地域別最低賃金
熊本県最低賃金 ６９４円
特定（産業別）最低賃金
電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具製
造業など

７３８円

自動車・同附属品製造業・
船舶製造・修理業など ７８７円

百貨店・総合スーパー ７１２円

吉原橋の架替工事に伴う車両通行止め
（一般県道託麻北部線）

　熊本市北区龍田町弓削の白川に架かる吉原橋の架替
工事に伴い、県道の車両通行止めを行ないます（自転
車の通行は可能）。ご不便をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

●と　き　３月～７月
　　　　　 通行止めの開始日、解除日は現地の予告看

板をご確認ください。
●ところ　熊本市北区龍田町弓削

●問い合わせ先
　熊本市役所　北部土木センター工務課
　☎２４５－５０６４

通
行
止
区
間

231
337 57

↑至 合志市

龍田町弓削

至 菊陽町

中江町
吉原町

龍田町弓削

白川

至
阿
蘇

武蔵ヶ丘九州自動車道

菊陽町

JR豊
肥本
線

光の森

武蔵
中学校

熊本北
郵便局

武蔵
小学校 ムサシ

プラザ

●

●

●

●


